
※１　正：道路位置指定申請書（第９号様式）の右上空白部に「事前協議」と記述。

※2　正：道路位置指定申請書（第９号様式）の右上空白部に「事前協議（変更）」と記述。

③ ④

※　正（３部）は、建設事務所2部、市町村用１部とする

⑧ ⑦

⑨

※注⑩の通知は、市町村経由とし、申請者は市町村担当課で受領する。

◎　道路の位置指定を受ける前に申請を取り下げる場合には、取下げ届（別添様式１）を、申請書を提出した市町村へ提出する。

■事前協議後に変更が生じた場合
審　査

「事前協議（変更）」（※2）（正1部）

福島県相双建設事務所建築住宅課

◆　道路位置指定事務手続フロー（事前協議を行う場合）

申請者 市町村 福島県相双建設事務所建築住宅課

口頭による事前協議 相双建設事務所建築住宅課、関係市町村、その他関係機関との協議等

正：道路位置指定申請書「事前協議」（※１）（1部）

正：道路位置指定申請書（事前協議）受理

◎事前協議が道路位置指定基準に適合

道路築造着工
審　査

正：道路位置指定申請書「事前協議（変更）」受理

▲道路の位置の指定をしない旨の通知書

（別紙様式第２号）

位置指定道路築造完了報告書（別記様式）

（写真等添付） 位置指定道路築造完了報告書受理

現地審査

▲道路の位置の指定をしない旨の通知書

（別紙様式第２号）

❷正：道路位置指定申請書（3部）

❷副：道路位置指定通知書（１部）

　※第９号様式（第１４条関係）

市町村

※市町村は意見書を付すことができる。

（※正：1部は、市町村受領）

❷正：道路位置指定申請書（2部）受理

❷副：道路位置指定通知書（１部）受理

審　査
◎申請書が道路位置指定基準に適合

❶道路位置指定について（通知）

❷副：道路位置指定通知書（公印）

市町村の担当窓口で受領

市町村
❶道路位置指定について（通知）

❷副：道路位置指定通知書（公印）

公告・位置指定完了

提出 ①-1

提出 進達

◎

適

申請書受理の通知 ⑤ ◎適合

提出 ⑥

送付

不適合の場合・是正

事前協議結果の通知 ②

連絡

提出 ①

通知（市町村経由）（※注⑩）▲不適合

通知（市町村経由）（※注⑩）▲不適合

追加説明書・資料・是正

提出 ①-1

提出 進達

◎

適

申請書受理の通知 ⑤ ◎適合

提出 ⑥

送付

不適合の場合・是正

事前協議結果の通知 ②

連絡

提出 ①

通知（市町村経由）（※注⑩）▲不適合

通知（市町村経由）（※注⑩）▲不適合

追加説明書・資料・是正


